
≪介護保険法の規定による指定又は開設許可を受け

ようとする介護事業者の方へ≫ 

 

 

 生活保護法第５４条の２第２項の規定により、介護保険法

の規定による指定又は開設許可がなされた場合には、生活保

護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされま

す。 

 生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合（※）

には、生活保護法第５４条の２第２項ただし書の規定に基づ

き、別紙の「申出書」について必要事項を記載のうえ、佐世

保市福祉事務所医療給付係に提出してください。 

 

 

※生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受け

ている方に対する介護サービスを行うことができなくな

りますので、十分ご注意ください。 


